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登録内容に変更はありませんか？ 

 ★代表者、連絡担当者が変わった   ★引っ越し等で現住所・電話番号が変わった 

★サークル名を変えたい       ★先生（指導者）が代表者になっている 

 

コミュニティセンターからの連絡事項を迅速に伝えられない場合がありますので、 

公共施設システム利用登録の変更手続きをお願いいたします。 

 

 

 

～申請方法～ 

   

新・旧の代表者本人が行ってください。 

 

現在お持ちの登録カードと代表者のご本人確認ができるもの（免許証・マイナンバーカード等） 

をお持ちになり、変更申請書をご記入ください。 

    
注意事項： 先生・講師・指導者は代表者にはなれません。 

             営利目的での登録・利用はできません。 

 

 

 

 

 

申請は、初めて登

録した館でお手続

きください。 



 

 

 南浦和 コミュニティセンターを利用している方々は、どのような 

 スポーツを楽しんでいるのでしょうか？令和 7 年度を調べてみました。 

         

皆様、様々な楽しみ方をされているようです。さあ、あなたは、南浦和コミュニティセンターでどんな楽しみ方を

見つけますか？お仲間と新規登録、大歓迎。会員募集中のサークルもあります。（コミュニティセンターロビーに

掲示板があります。）お問い合わせは窓口まで。 

🔶休館日のお知らせ🔶 

 

５月２９日（金）は、定期清掃・館内保守点検のため、施設の利用はできません。 

なお、受付・申請業務等は、通常通り９時から２１時３０分まで行っております。 

 

 

 

体育館 

その他の球技には、ラケットテ

ニス・ピックルボールなどが含

まれます。その他には、レクリ

エーションなどが含まれます。 

レクリエーション室 

その他には、太極拳・親子体操・

リズム体操などが含まれます。・ 


